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研究成果の概要（和文）：本研究は、言論市場にさまざまな仕方で関与・介入している公権力

の現状を踏まえたうえで、そうした政府の活動を憲法論として的確に位置づけるとともに、そ

の意義と憲法上の限界について明らかにすることを目的とした研究である。具体的には、①政

府が、特定内容の表現を強制するという仕方によって言論市場に参入する場合、及

び②言論市場に「規制」ではなく「助成」という仕方で介入する場合、そして、③

言論市場に直接発言者として参入する場合について、それぞれ憲法的観点からその

統制の可能性と方途についての考察を行い、その展望を明らかにした。  
 
研究成果の概要（英文）：Modern Government involve speech market not only to regulate but 
also to support or participate. This research demonstrate that (1) coercion of some 
expression by government is limited by "freedom not to speak" based on "freedom of speech", 
(2) subsidies to some expression by government is limited by “Self-government” or “Public 

discourse” based on “freedom of speech”, (3) because direct governmental participation 

in speech market is based on “Democracy”, limitation on that is basically the matter of 

politics.  
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１．研究開始当初の背景 
憲法学では、経済市場においては「市場の

失敗」が語られ、積極的福祉国家が正当化さ
れているのに対し、言論市場においては原則
的に政府の不介入を是とするレッセ・フェー
ル哲学が表現の自由の核心であり続けてい
る。それゆえ伝統的に憲法学における表現の
自由論は、言論市場への「規制」的介入のみ
を対象に発展してきており、その領域におい
ては議論の精緻化と深化が図られていると
いえる。 
しかしながら、現実に言論市場を取り巻く

状況に目を向けると、政府がじつにさまざま
な仕方で言論市場に関与している。たとえば
政府は、言論市場の参加者への助成金の分配
や援助を行ったり、公民館設立や表現の場の
提供をしたりしている。さらには公権力自体
が発言者となって、言論市場に参加している
のである。 
 
２．研究の目的 
このような言論市場を取り巻く現状は、言
論市場に対する政府の「規制」を念頭に置い
て構築されてきた伝統的な表現の自由論で
は十分に対処できない問題領域を形成して
いる。 
そこで本研究は、こうした言論市場と政府

との関わりの実態を踏まえたうえで、それを
憲法論として的確に位置づけるとともに、そ
の規範的意味と限界を明確にし、従来の表現
の自由論に新たな知見を付け加えることを
目的として設定した。 
 
３．研究の方法 
以上の研究目的を達成するために、主とし
てアメリカ憲法学の成果を参考にしつつ、政
府の言論市場への参加形態を次のように整
理したうえで、それぞれについて憲法的な観
点から研究を試みた。 
（１）政府が言論市場に、私人や団体に対し
て特定内容の表現をするよう強制するとい
う仕方によって参入する場合について（表現
の強制）、その憲法的統制のあり方について
の検討。 
（２）政府が言論市場に、「規制」という手
段ではなく、「助成」という仕方で介入する

が、助成の条件として特定の表現を行わない
よう要求したりする場合についての憲法的
統制のあり方について、アメリカ連邦最高裁
判所がこれまで採用してきた立場の変遷と
整理。 
（３）同じく政府が言論市場に、「規制」で
はなく「助成」という仕方で介入するが、助
成の条件として特定の表現を行わないよう
要求したりする場合についての憲法的統制
のあり方について、特に修正 1条（表現の自
由）の観点から、アメリカにおいて近時展開
されている学説の動向の把握と整理。 
（４）政府が言論市場に、間接的な手法では
なく、直接発言者として参入する場合につい
て、その憲法的統制のあり方に関するアメリ
カ連邦最高裁判所及び連邦下級審裁判所の
立場の変遷と整理。 
（５）同じく政府が言論市場に、間接的な手
法ではなく、直接発言者として参入する場合
について、その憲法的統制を試みようとする
近時のアメリカの学説の動向を把握とその
整理。 
 
４．研究成果 
本研究により、さまざまな仕方で言論市場
に介入する政府の活動を統制するためには、
それぞれの介入の仕方に応じて統制の方途
を考える必要があることを明らかになった。
具体的には次のとおりである。 
（１）まず、政府が言論市場に、私人や団体
に対して特定内容の表現を強制するという
仕方（表現の強制）によって参入する場合に
ついて。 
 この場合、「表現の自由」のコロラリーと
して保障される「表現しない自由」による統
制が想定される。この「表現しない自由」に
ついてのアメリカ連邦最高裁判所の判例の
展開を追ってみると、次のように整理するこ
とができる。 
①政治的・イデオロギー的表現を強制する場
合には、強制することそれ自体が「思想の自
由」の側面における「表現しない自由」の問
題であると捉えられる。 
②それ以外の表現を強制する場合には、「意
に反する帰属」が生じた場合に限り、表現の
自由の側面での「表現しない自由」の問題と



してとらえられる。 
③「意に反する帰属」に着目する立場は、問
題の本質を、強制された本人の主観的問題で
はなく、もっぱら表現の受け手である聴衆の
受け止め方の問題として把握している。 
（２）政府が言論市場に、「規制」ではなく
「助成」という仕方で介入するが、助成の条
件として特定の表現を行わないよう要求し
たりする場合について。 
この場合における表現の自由条項による

統制について、これまでアメリカ連邦最高裁
判所の展開は次のように整理できる。 
①アメリカ連邦最高裁判所は、とりわけ 20
世紀半ばころから、「違憲な条件の法理」を
適用することにより、解決を図ろうとしてき
た。違憲な条件の法理とは、アメリカの憲法
学者キャサリーン・サリバンの定義によれば、
「たとえ政府が援助を完全に行わなくとも
よい場合においても、政府は助成受領者の憲
法上の権利の放棄を助成条件としてはなら
ない」とする法理である。違憲な条件の法理
は、特にウォーレン・コート期において、ブ
レナン（William J. Brennan, Jr.）判事を
中心に、権利と特権の二分論を否定する論法
として広く利用され、精神的自由を保護する
法理として大きな役割を担った。しかし、こ
の法理に対しては、どのような条件であると
きに助成受領者の自律を侵害するものであ
ると評価されるべきなのかについての基準
を提供してくれない、自己統治過程に対する
危険に対して関心を払っていない法理であ
るという批判が投げかけられており、またこ
うした難点があることもあってか、近年では
適用される機会が少なくなってきているよ
うに思われる。 
②近年のアメリカ連邦最高裁判所は、1995

年の Rosenberger v. Rector & Visitors of 
the Univ. of Virginia 判決および以降の判
決により、「助成目的二分論」という立場を
採用していると整理できる。それは、政府が
言論に対して助成を行う場合、助成を行う政
府の主観的意図に応じて２つのカテゴリ
（「助成を行うことによって政府自身が有す
る見解を伝達しようとする場合（government 
speech）」と、「私的な言論（private speech）
を促進しようとする場合」）に区別し、それ
ぞれ異なった憲法上の統制を及ぼそうとす
る立場である。 
③後者についての憲法的統制に関する近

年のアメリカの学説は、自己統治の価値や公
共討論の価値に着目した議論を展開してい
る。それによると、「私的な言論を促進しよ
うとする」助成が恣意的になされることが惹
起する憲法上の問題は、助成を受領すること
ができなかった当事者の権利の侵害である
として構成するというよりはむしろ、助成が
恣意的になされることで自己統治や公共討

論が歪められること、すなわち、表現の自由
の客観的価値の侵害を問題視しているとい
う状況を明らかにし、そうした方向での議論
の必要性を確認した。 
（３）政府が言論市場に、間接的な手法では
なく、直接発言者として参入する場合につい
て。 
これは、（２）②で言及した「助成目的二
分論」のうち、「助成を行うことによって政
府自身が有する見解を伝達しようとする場
合（government speech）」にも関係してくる。
すなわち、政府自身の表現を行うために、直
接・間接（助成）に言論市場に関与する場合
があり、そうした場合における憲法上の統制
については、次のように整理できる。 
①判例の展開を追うと、アメリカ連邦最高
裁判所は、政府の行為が「政府言論」である
と位置づけられた場合、それが意味するのは、
「修正 1条が要請する観点中立の例外」、つ
まり、観点差別が可能となるという理解を示
している。このことは、1991 年の Rust v. 
Sullivan 判決以降、多くの判決が述べている
ことである。 
②アメリカ連邦最高裁判所における「政府
言論の法理」理解を前提とするのであれば、
原則として政府言論の統制は、民主的な政治
過程を通じた統制に期待すべきであり、裁判
所を通じた司法的統制を期待すべきではな
い。 
③しかし、表現の自由論の核心ともいえる
「観点中立の要請」の例外という、極めて重
要な法的帰結を伴う者である以上、「政府言
論」に該当する政府の行為は何かということ
を明確にするとともに、政府言論に対して、
表現の自由条項だけではなく、国教樹立禁止
条項や適正手続条項など、多様な憲法規定に
よる統制が展望されなければならないこと
を指摘した。 
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